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研究成果の概要（和文）：本研究は，市場経済への移行の中で急激に不平等が高まったロシアを事例とし，その
是正策を探るべく，不平等のメカニズムを多角的に分析することを試みている。本研究の主要な分析結果は，ロ
シア国家社会扶助法はソ連時代の特権の色彩が強い制度であり，その結果，ターゲティングが上手く機能せず，
所得格差の改善に失敗しているというものである。

研究成果の概要（英文）：This study empirically examined mechanism of inequality in Russia, that is a
 case of transitional countries whose inequality drastically increased during the transition from a 
planned economy to a market economy. A main part of the study reveals that Russia’s State Social 
Assistance Act includes as recipients those who have a sort of privilege in the Soviet era, and this
 leads to failure in targeting the poor households and improving the income inequality in Russia.

研究分野： ロシア経済．開発経済学．労働経済．
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１．研究開始当初の背景 
 
 1992 年の価格自由化を皮切りに，ロシアは
計画経済から市場経済への移行を開始した。
1990 年代における市場経済への移行は混乱
を極め，ロシアは長く深い移行不況に陥るこ
とになった。そして，金融危機に見舞われた
1998 年には，一人当たり実質 GDP が 1989 年
の 60％近くにまで落ち込んだ。また，移行開
始後，生産が大幅に縮小し，ハイパー・イン
フレーションが発生した他，賃金支払い遅延
や，時短労働・無休の強制休暇など非自発的
不完全雇用が頻繁にみられるようになり，そ
の結果，実質賃金が大幅に下落した。このよ
うな移行不況の中，移行前の 1989〜1991 年
には 10〜11％であった貧困者比率が，1992
年には 33.5％まで急上昇し，その後も 20〜
30％のあたりで上昇・下降を繰り返すことに
なった。但し，原油価格の高騰を受け，2000
年代に高成長が続くと，貧困者比率は継続的
に減少するようになり，2000 年の 29.0％をピ
ークとして，2013 年には 10.8％まで貧困者比
率が減少した。このように，近年，貧困者比
率は下降のトレンドをみせており，20 年余り
の年月を経て，移行開始前の水準に近づいて
いる。 
 一方，移行開始前に急上昇したロシアの不
平等度は，高成長がみられるようになった
2000 年代でも，依然として改善の兆しはなく，
高水準のままである。例えば，不平等度を示
すジニ係数（所得ベース）に関してみると，
移行前の 1989 年には 0.27 であったが，移行
開始直後の 1993 年には 0.40 にまで上昇し，
移行開始から 20 年余りを経た 2013 年でも
0.418 という高水準を示している。ロシアの
不平等度は他の中所得国と比べても高く，ラ
テン・アメリカ諸国に匹敵するほどであり，
かつ，この 20 年余りの間でこれほど大きく
その水準が上昇した国はほとんどない。 
 以上のように，依然として，不平等はロシ
アにとって解決されるべき重要な問題であ
り続けており，その緩和・是正の糸口を探る
ことは，学術的・政策的観点の双方において
重要な課題である。 
 
 
２．研究の目的 
 
 近年，世界的に，格差は是正すべき問題で
あるという認識が高まっており，また，実証
研究においても，経済成長と格差の関係を示
した Kuznets の逆 U 字仮説の妥当性を疑問視
する結果が報告されている。このような国際
的・学術的関心を背景として，本研究では，
市場経済への移行の中で急激に不平等が高
まったロシアを事例とし，その是正策を探る
べく，不平等のメカニズムを多角的に分析す
ることを試みている。 
 本研究の最終目的は，第一に，移行後急激
に不平等度を拡大させたロシアを事例とし

て，経済成長の中でも客観的格差（所得・支
出）が縮小しない原因を解明することである。
従来，ロシアの客観的厚生の格差に関しては，
地域間格差が注目されてきた。しかし，実は，
地域内格差も大きい。客観的格差の全容を浮
き彫りにするためには，地域間だけでなく，
地域内の格差のメカニズムについても明ら
かにする必要がある。第二に，客観的厚生（所
得・支出）の格差が主観的厚生（幸福度）と
どのようにリンクしているのか，その関係を
明示することである。 
 
 
３．研究の方法 
 
 本研究では，ロシアの the National Research 
University – Higher School of Economics 
（NRU-HSE）等が実施しているロシア長期モ
ニタリング調査（RLMS-HSE）の個票データ，
及び，ロシア連邦統計局のデータを用いて，
ロシアの不平等を実証的に分析することを
試みた。 
 なお，RLMS-HSE は，ロシアが市場経済へ
の移行を開始した 1992 年から定期的に実施
されている全国レベルの代表性をもつ大規
模家計調査である。RLMS-HSE は，アメリカ
のノースカロライナ大学カロライナ人口セ
ンターによって組織され，調査の実施そのも
のはロシア科学アカデミー社会学研究所に
よっておこなわれてきたが，現在は，上述の
NRU-HSE が中心組織となって実施している。
RLMS–HSE は繰り返しのクロスセクション
調査（パネル調査）であり，客観的厚生（所
得・支出）と主観的厚生（幸福度）に関する
データの他，家計調査と労働力調査双方のデ
ータを含んでおり，格差の実証分析をする上
で非常に有用である。 
 
 
４．研究成果 
 
(1) ロシアの客観的厚生と生活保護に関する
研究 
 
 社会主義体制が崩壊し移行不況が進む中，
ロシアにおいて貧困が急激に増大したが，貧
困層向けの生活保護制度の整備は遅れ，国家
社会扶助法が成立したのは経済成長の兆し
が見え始めた 1999 年であった。移行不況期
（1992〜1998 年）のロシアの代表的な貧困層
は，年金生活者など高齢者層ではなく，子供
をもつ勤労家計であった。また，貧困者全体
に占める比率は小さいが，失業者の貧困に陥
る確率が高いという傾向がみられた。一方，
移行不況から脱した 2000 年代もほぼ同様の
傾向が看取できた。しかし，現行の国家社会
扶助法は過度に年金世代や軍関係者向けの
社会扶助に傾いており，ソ連時代の特典的要
素の色彩も濃い。そのため，貧困層のターゲ
ティングに失敗していると考えられる。 



 公的扶助のターゲティングの効率性と貧
困削減効果を調べるために，本研究では，ま
ず，公的移転と私的移転の貧困削減効果に関
するプロビット分析を行った。一連の分析で
明らかになったことは，①社会扶助を含めた
公的移転の貧困削減効果は存在する，ただし，
②私的移転の貧困削減効果と比べると，公的
移転の貧困削減効果は小さい，また，③公的
移転の貧困削減効果は子どものいる家計で
はなく，高齢者のいる家計で存在する，とい
うものである。これらの一連の実証結果は，
ロシアの代表的貧困家計は子どものいる勤
労者世帯であるにも関わらず，社会扶助は高
齢者世帯に支給される傾向が強いことを示
している。このようなターゲティングの失敗
が起こるのは，ロシア国家社会扶助法がソ連
時代の特権の色彩が強い制度であることが
原因と考えられる。また，制度的なターゲテ
ィングの失敗は，国内の所得格差を改善する
方向には向かわないと考えられる。 
 上述のように，社会扶助を含めた公的扶助
による貧困層のターゲティングが上手く機
能していない中，2012 年に導入された社会契
約に基づく社会扶助の給付は，自助努力によ
る持続的な貧困脱却への一助として期待で
きるものである。そこで，上述のプロビッ
ト・モデルをさらに精緻化し，公的移転と私
的移転の貧困削減効果を分析した。社会契約
に基づく給付が導入された 2012 年の時期で
あり，分析対象年の 2014 年時点については，
社会契約に基づく扶助が貧困脱出確率に少
なくとも一定の影響を与えうることが看取
できた。ただし，このような影響の持続性に
ついてはまだ未知数であるため，今後，分析
対象年をさらに広げると同時に，貧困脱出確
率の結果に関する頑健性を確認する必要は
あるが，概ね，社会契約に基づく給付を国家
社会扶助法に導入したことは，評価に値する
といえる。 
 
 
(2) 中央アジア諸国の客観的厚生と生活保護
制度に関する研究 
 
 1991 年のソ連からの独立後，ロシアと同じ
く，中央アジア諸国も移行不況に見舞われた。
しかし，タジキスタン以外の中央アジア諸国
では，国際的には高水準の就業率が維持され，
若年層の失業という問題を抱えつつも顕在
失業は比較的低い水準に抑えられた。ただし，
その一方で，隠れた失業や賃金支払い遅延に
よる賃金調整が存在し，低い実質賃金ととも
に，働く貧困者が出現する要因となった。 
 中央アジア地域の貧困者像は，農村住民，
若い家計，働く貧困者であり，ロシアと類似
したものであった。1990 年代中頃から始まる
中央アジア地域の経済成長は，国内の所得格
差を緩やかに縮小させると同時に，貧困の規
模と深さも縮小させた。カザフスタン以外の
国では，依然として高い貧困者比率を示して

はいるが，概して，ウズベキスタンやトルク
メニスタンを除く中央アジア地域の経済成
長は，概ねプロ・プア成長であるだけでなく，
包括的成長といえるものであった。 
 中央アジア諸国の社会保護制度は，子供の
いる家計への手厚い保護，特権のある特定の
カテゴリーへの給付など，ソ連時代の制度の
名残りを残しつつ，カザフスタンやクルグズ
スタンのように国際標準を取り入れる国も
あれば，タジキスタンやウズベキスタンのよ
うに地域密着のコミュニティに基づく制度
を形成する国もあり，極めて多様なものにな
っている。ただし，いずれの国においても，
給付額の水準は貧困削減には不十分であり，
また，貧困層のターゲティングについても，
改革の余地が見られた。限られた財源の中で
貧困を効率的に削減するためには，貧困家計
のターゲティング精度を高めるなど社会保
護制度を改革する必要があり，ロシアが抱え
る問題を旧ソ連圏の中央アジア諸国も抱え
ていることが看取された。 
 
 
(3) 非正規雇用と主観的厚生及び精神的健康
の因果関係 
 
 失業ほどではないが，非自発的な非正規雇
用はメンタルヘルスを悪化させる可能性が
高い。また，非自発的な非正規雇用は，人生
への不満が大きく，主観的な経済厚生水準が
低いだけでなく，それらの平均値からの格差
も大きい。今後，企業側の非正規雇用への選
好が強まり，非自発的な非正規雇用が増大す
ると，人々の不平等感が一層高まることにな
り，社会的不安定に繋がる可能性もあると考
えられる。本テーマについては，本研究にお
いて十分に展開することが出来なかったた
め，今後も因果関係の詳細について実証研究
を進めることにする。 
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